
福利厚生往診

野上鍼灸整骨院
～すべての先で笑顔にしよう～

肩こり・腰痛専門
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福利厚生往診とは？

福利厚生往診とは、企業の福利厚生を使用した全社員のための往診
治療です。
会社の中で、健康診断や人間ドック等で体の内側のケアができていても、
体の外側のケアはできてない方は多いと思います。
体が疲れていたり、痛いままではパフォーマンスは必ず落ちます。パフォー
マンスが上がれば会社の作業効率、生産性が向上し、利益にもつなが
ります。

会社と社員の底上げを応援させて下さい！



マッサージや整体は経費で落とせるのか？

マッサージ代、整体代は受ける人の目的に応じて変わってきます。

①会社の全従業員がマッサージを受けることができる場合

→会社の経費OK

②特定の従業員だけがマッサージを受けることができる場合

→特定の従業員の給与になる

会社は源泉徴収税を徴収しなければなりません

役員は役員賞与で経費になりません、社員は従業員賞与で経費にできます

③取引先を接待する目的のマッサージの場合

→税務上、接待交際費になります



メリット・デメリット

メリット…体のメンテナンスが毎月できる
移動時間の短縮
作業効率、生産性の向上
身体的、精神的サポート
気分転換
求人募集などのアピール

デメリット…施術の時間の間、仕事から離れる



施術料金表 ※お体に合わせた施術をします

 月1回コース
1時間（１～6人） … ￥14,000
2時間（2～12人） … ￥26,000
3時間（3～18人） … ￥36,000
4時間（4～24人） … ￥44,000

 月2回コース
1時間（1～6人） … ￥26,000
2時間（2～12人） … ￥48,000
3時間（3～18人） … ￥66,000
4時間（4～24人） … ￥80,000

 院内治療のみの場合…1名あたり￥15,000（無制限、予約制）
…1社￥100,000～（何名でも無制限、予約制）
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